
水害常襲地域における流域治水対策の推進

○本川からの背水の影響等により水害が多発する地域では、
本川・支川一体の抜本的な対策が必要。

○この場合、支川の改修は、下流側になる本川の改修後の
着手となるため、完了までは長期の期間を要する。

○下流に負荷をかけない遊水地として早期に着手する方法
もあるが、対象地域には河川区域として規制を要し、
集落が点在する場合等、土地利用の状況によっては、
地域の合意が図られないことが想定される。

土地利用状況を踏まえた、早期の安全度確保の方法が必要
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背景・課題 新規事項

○浸水リスクに晒される地域において、下流の河川整備を待たずに、
早期かつ効率的に家屋における浸水被害の防止・軽減を図るため、
以下の拡充を実施。

事業主体：河川管理者（国・都道府県）
拡充内容：流域治水整備事業（直轄）及び特定都市河川浸水被害対策推

進事業（補助）において、貯留機能保全区域もしくは浸水被害防止区域
内の宅地のかさ上げ、家屋の移転等を実施可能とする。

○ 気候変動に伴う降雨の増大に対し、早期に治水安全度の向上を図るため、「流域治水」の理念に
基づき、地域の合意のもと貯留機能の保全を図りつつ、上下流バランスに縛られず、当該地域で
浸水リスクに晒される家屋の浸水対策を迅速に完了することが重要。

○ このため、浸水リスクに晒される地域において、宅地のかさ上げや家屋の移転等の治水対策を推
進するための制度拡充を行い、治水対策と地域の活動・営みが共生したサステナブルな社会の実
現を目指す。
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１．流域治水

新規
事項

※防護対象の住戸10戸以上。ただし、家屋の移転を行う場合は、防護対象の住戸10戸以上かつ移転住戸５戸以上とする。

①：宅地のかさ上げ
②：家屋の移転
③：輪中堤整備
④：越流区間の強化対策
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